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市役所の担当課がわからないときは  ☎０５０（３３８１）５０００（代表）へ市役所の担当課がわからないときは  ☎０５０（３３８１）５０００（代表）へ
も/申込方法　問/お問い合わせ　と/日時　ば/場所　対/対象者　定/定員　り/料金

17 2011.４ 広報

も/申込方法　問/お問い合わせ　と/日時　ば/場所　対/対象者　定/定員　り/料金

市役所の担当課がわからないときは  ☎０５０（３３８１）５０００（代表）へ市役所の担当課がわからないときは  ☎０５０（３３８１）５０００（代表）へ
も/申込方法　問/お問い合わせ　と/日時　ば/場所　対/対象者　定/定員　り/料金

●
接
種
で
期
待
さ
れ
る
効
果

　
ワ
ク
チ
ン
接
種
に
よ
り
、
肺

炎
予
防
の
ほ
か
、
感
染
し
た
場

合
の
重
症
化
を
防
ぐ

対 

市
内
に
住
所
を
有
し
、
接
種

日
に
満
70
歳
以
上
の
人

●
助
成
額

　
３
，
０
０
０
円
（
１
人
１
回

の
み
）。
た
だ
し
、
生
活
保
護

世
帯
に
属
す
る
人
は
、
接
種
費

用
の
全
額
を
助
成
。

も 

各
支
所
（
有
家
庁
舎
は
こ

ど
も
未
来
課
）
お
よ
び
市
民
サ

ー
ビ
ス
課
の
窓
口
で
申
請
手
続

き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

●
申
請
か
ら
接
種
ま
で
の
流
れ

①
申
請
手
続（
支
所
窓
口
な
ど
）

②
市
役
所
か
ら
助
成
通
知
書
と

予
診
票
を
送
付

③
医
療
機
関
に
予
約

④
助
成
通
知
書
と
予
診
票
を
持

参
し
、
接
種
。
接
種
料
金
か

ら
助
成
額
を
差
し
引
い
た
金

額
を
支
払
う
。

●
接
種
可
能
な
機
関

　
南
高
医
師
会
（
南
島
原
市
と

雲
仙
市
）
の
協
力
医
療
機
関

●
そ
の
他

①
こ
の
助
成
に
係
る
「
償
還
払

い
」（
払
い
戻
し
）
は
行
い

ま
せ
ん
の
で
、
事
前
に
申
請

手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

②
過
去
に
「
ひ
臓
」
の
摘
出
手

術
を
受
け
た
人
は
健
康
保
険

が
適
用
さ
れ
ま
す
の
で
、
こ

の
助
成
の
対
象
外
で
す
。

４
月
か
ら
高
齢
者
用
肺
炎
球
菌

ワ
ク
チ
ン
の
予
防
接
種
費
用
の

一
部
を
助
成
し
ま
す

問 

こ
ど
も
未
来
課
　
☎
０
５
０（
３
３
８
１
）５
０
５
０

高
齢
者
・
障
害
者
住
宅

改
造
助
成
事
業
の
内
容
が

変
わ
り
ま
し
た

問 

福
祉
課 

ま
た
は 

各
支
所
　
　
　
　
　
　
　
　 

　
☎
０
５
０（
３
３
８
１
）５
０
５
１

　
南
島
原
市
の
高
齢
者
死
亡
原
因
の
第
３
位
は
肺
炎
で
す
。

　
こ
の
肺
炎
の
主
な
原
因
の
一
つ
「
肺
炎
球
菌
」
に
対
す
る
ワ
ク
チ

ン
の
予
防
接
種
費
用
を
４
月
か
ら
助
成
し
ま
す
。

●
助
成
対
象
者

　
市
内
に
居
住
す
る
、
当
該
世
帯
の
住
民
税
お
よ
び

所
得
税
が
非
課
税
の
世
帯
の
人
で
、
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
人
。

・
高
齢
者…

65
歳
以
上
で
、
介
護
保
険
住
宅
改
修
費

の
支
給
を
受
け
る
人

・
障
害
者…

身
体
障
害
者
手
帳
１
級
ま
た
は
２
級
に

該
当
す
る
人
で
、
肢
体
不
自
由
ま
た
は
視
覚
障
害

の
あ
る
人

●
助
成
金
額

　
助
成
対
象
経
費
の
３
分
の
２
以
内
（
限
度
額
は
次

の
と
お
り
）

・
高
齢
者…

11
万
円

・
障
害
者…

22
万
円

※

過
去
に
助
成
を
受
け
た
人
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
工
事
の
事
前
着
工
は
事
業
と
し
て
認
め
ら

れ
ま
せ
ん
。

※

詳
細
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
４
月
か
ら
高
齢
者
・
障
害
者
住
宅
改
造
助
成
事
業

の
内
容
が
変
わ
り
ま
す
。

な
く
そ
う
！
そ
の
他
火
災

焚
き
火
や

枯
れ
草
焼
却

に
よ
る
火
事
が
増
え
て

い
ま
す

お 

南
島
原
消
防
署

　 

☎
０
９
５
７
（
８
２
）
１
３
７
３

●
乾
燥
注
意
報
や
強
風
注
意
報
発
令

中
は
焚
き
火
な
ど
を
し
な
い
。

●
事
前
に
消
防
署
（
分
署
）
に 

届
け

出
を
す
る
！

●
水
バ
ケ
ツ
な
ど
の 

消
火
用
具
を
準

備
す
る
！

●
焼
却
を
始
め
て
か
ら
完
全
に
消
火

す
る
ま
で
絶
対
に
そ
の
場
を
離
れ

な
い
！

●期待される効果
　高度処理型浄化槽は、これまでの生活環
境改善の効果に加え、「赤潮」の原因となる
「窒素（Ｎ）」や「リン（Ｐ）」を除去するこ
とができるのが特徴です。
　川や海の汚れを少しでも少なくするため
にも、ぜひご協力ください。

●補助の対象となる地域
　下水道等の集合処理区域以外の区域また
は下水道の整備が当分の間（７年以上）見
込まれない区域
※下水道認可区域など、一部の区域は補助
の対象となりません。

●対象者
　補助対象地域で「合併処理浄化槽」を設
置しようとする人（「単独処理浄化槽」から
「合併処理浄化槽」に設置替えする人を含む）
※その他、補助要件など詳細は、下水道課
にお問い合わせください。

●補助金額

　撤去費用と認めた額（限度額90,000円）

浄化槽設置補助金

単独処理浄化槽撤去補助額（上乗せ補助）

補 助 金 額 人槽の算定条件

住宅の延べ面積が
130㎡以下の場合

人　槽

５人槽 332,000円

高度処理型

444,000円

住宅の延べ面積が
130㎡を超える場合

６～７人槽 414,000円 486,000円

２世帯住宅の場合８～10人槽 548,000円 576,000円

店舗併用住宅、事務
所など、その建物の
用途により算定

11～20人槽 939,000円 1,092,000円

21～30人槽 1,472,000円 1,860,000円

31～50人槽 2,037,000円 2,496,000円

平
成
23
年
４
月
使
用
分
か
ら

新
し
い
水
道
料
金
が

始
ま
り
ま
す
　
　
　

お 

上
水
道
課

　 

☎
０
５
０
（
３
３
８
１
）
５
０
７
０

　
す
で
に
、
広
報
紙
12
月
号
で
お
知
ら
せ

し
て
い
る
と
お
り
、
水
道
料
金
を
４
月
使

用
分
（
５
月
請
求
分
）
か
ら
統
一
し
ま
す
。

た
だ
し
、
急
激
な
増
減
緩
和
の
た
め
、
段

階
的
に
調
整
を
行
い
、
平
成
28
年
度
に
完

全
に
統
一
し
ま
す
。

　
な
お
、
23
年
度
の
各
家
庭
の
水
道
料
金

は
、
以
前
チ
ラ
シ
で
お
知
ら
せ
し
て
い
る

と
お
り
で
す
。

※

料
金
体
系
が
、口
径
別
と
な
り
ま
す
。

※

詳
細
は
、
上
水
道
課
ま
た
は
各
水

道
管
理
セ
ン
タ
ー
へ
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

　水道の使用開始や中止、
廃止、給水装置所有者名
義変更は、電話でも可能
です。忘れずにご連絡く
ださい。

４月は異動の時期です！

水道の手続きは
忘れずに！

よりきれいに！より自然に優しく！
高度処理型浄化槽の設置に対して補助を始めました

問 下水道課　☎０５０（３３８１）５０７１

　これまでの浄化槽設置に対する補助に加え、さらなる水環境の改善を図るため、市では、平成23年度から窒素・リ
ンを除去できる「高度処理型浄化槽（Ｎ型またはＮＰ型）」の設置補助金の交付を始めます。希望する人は、従来の「通
常型」か「高度処理型」を選択して申し込んでください（従来『通常型』の制度も継続します）。
　また、し尿のみを処理する「単独処理浄化槽」から「合併処理浄化槽」に設置替えをする人に対しては、「単独処理
浄化槽」の撤去費用の一部を浄化槽補助金に上乗せして交付します。


